
～夏の交通安全運動の重点～ 

 

（１）飲酒運転の根絶  

二日酔い運転を含め、飲酒運転は絶対にやめましょう。 

 

（2）バイク・自転車の交通事故防止 

バイク：無理な追い越し・スピードの出し過ぎに注意し、 

適度な休憩を取りましょう。 

自転車：車両として交通ルールを守らなければならない 

ことを認識し、乗車用ヘルメットも着用しましょう。 

 

（3）スピードダウンと全席シートベルト着用 

時間にゆとりをもち、スピードダウンで安全運転をし、 

後部座席を含め全員がシートベルトを 

正しく着用しましょう。 

 

（4）子供と高齢者の交通事故防止 

子供の飛び出しや、高齢者の道路横断にも 

対応できるように安全な速度で運転しましょう。 

 

新着情報（お知らせ：№006/2021年度） 

 

 夏の交通安全市民総ぐるみ運動が始まります。 

 

令和 3年 7月 13日（火）から 22日（木）までの 10日間、全道一斉に

「夏の交通安全運動」が展開されます。 

 

   

                     

7月 13日（火）は、飲酒運転根絶の日です。 

『飲酒運転をしない、させない、許さない』という意識を、強く持ちましょう！ 

 

ストップ・ザ・交通事故 ～めざせ 安全で安心な北海道～ 

   

 

 


